
 
 

  ② 新住宅市街地開発事業 

 

地区名 

 

当初都市計画 

決定年月日 

施行者 

(事業主体) 

面積 

(ha) 

計画 

戸数 

(戸) 

計画 

人口 

(人) 

事業 

年度 

義務教育 

施設数 

 

大麻 

 

 

S39.8.10 

 

北海道 

 

215.0 

 

7,200 

 

27,000 

S39 

～ 

S46 

小学校 ３校 

中学校 １校 

 

 0９ 開発許可制度 
 

  開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止し、適正な都市的土地利用の実

現を図ること、また、都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を

義務づけるなど、良好な宅地水準を確保することを目的としています。 
 

◎開発行為 
 

  開発行為は、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形
質の変更のことです。本市において施行された居住用宅地の造成を主とした開発行為は次のとおりで

す。（市街地開発事業として行う開発行為を除く） 

 

①北海道住宅供給公社施行 

    区分 

 

地区別 

 

事業 

年度 

土  地  利  用  内  訳 

開発面積 

(㎡) 

宅 地 

(㎡) 

道 路 

(㎡) 

公 園 

(㎡) 

その他 

(㎡) 

公共用地

率（％） 

(Ａ) 

東大麻地区  

 

S46 

 

～ 

 

S48 

 

96,223 56,412 21,717 17,117 977 41.3 

(Ｂ) 

東大麻地区 
84,264 60,171 21,514 2,579  27.9 

(Ｃ) 

東大麻地区 
35,440 22,123 10,386 2,931  37.5 

西大麻地区 19,867 14,362 4,776 629 100 27.7 

東野幌地区 22,529 16,338 5,414 777  27.4 

計 258,323 169,406 63,807 24,033 1,077 34.4 

開発面積に対する率％ (100.00) (65.58) (24.70) (9.30) (0.42)  

      注）計の下段（ ）内の数値は、開発面積に対する割合（％） 
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